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１．はじめに 
１．１ 計画策定の背景と目的 

河北町が管理する道路は総延⾧約170 ㎞で、商業・物流などの経済活動を担う幹線道路

や、地域の暮らしを支える生活道路など、様々な役割を担っています。 

本町の道路舗装は、経年劣化により損傷が進行しており、状況を踏まえた修繕など適切な

対応が必要となっています。 

道路の維持管理については、これまで、損傷等を確認してから修繕する対症療法的な対応

を行ってきましたが、損傷が進行してから修繕する場合、工事規模や期間が大きくなり、道

路通行への影響が懸念されるほか、今後、短期間に修繕が集中して発生することが考えられ

ます。 

そのため、道路舗装の⾧寿命化によるライフサイクルコストの縮減、修繕時期の分散化に

よる予算の平準化を図るため、これまでの対症療法的な修繕から予防保全的な修繕を取り入

れた「河北町道路舗装⾧寿命化修繕計画（以下、本計画という。）」を策定しました。 
 

１．２ 位置付け 

本計画は、「河北町公共施設等総合管理計画（平成28年３月）」の公共施設等の管理に関

する基本的な考え方に基づき、インフラ資産の道路分野における「個別施設計画」として位

置付けられたものです。 

 

 １．３ 用語 

  １) 修繕 

管理基準を超過した段階、もしくは早期に超過する見込みとなった段階で実施する切削

オーバーレイや、路盤を含めた舗装打換えなどの舗装を当初の機能まで回復させる措置。

これらの措置については表層が更新されるため、表層の供用年数は新たに累積させていく

ものとして取扱う。「舗装点検要領（平成28年10月）より」 

   

２) 補修 

管理基準未満で実施される、ひび割れ箇所へのシール材注入や、わだち部の切削な

ど、現状の舗装の機能を維持するための措置。よって、表層の供用年数は継続して累積

させていくものとして取扱う。「舗装点検要領（平成28年10月）より」 
 

３) 管理基準 

舗装を修繕する目安となる基準。「舗装点検必携（平成29年４月）より」 
 

４) 使用目標年数 

「損傷の進行が早い道路 等」に分類した道路のアスファルト舗装において、道路管理

者が、表層を使い続ける目標期間として設定する年数。「舗装点検必携（平成29年４

月）より」 
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２．舗装の現状 
２．１ 管理道路の現状 

河北町が管理している道路は、１級町道、２級町道、その他町道に分けられ、総延⾧は約

170 ㎞となっています。道路区分とその延⾧を表−2.1 に示します。 

 

１) 管理延⾧と舗装延⾧ 

表−2.1 管理道路の状況（Ｒ２.４現在） 

道路区分 
管理延⾧ 

（ｍ） 

舗装延⾧（ｍ） 舗装率 

（％） Ａｓ舗装 Ｃｏ舗装 

１級町道 34,710  34,204  312  99.4  

２級町道 14,651  14,210  169  98.1  

その他町道 119,724  109,468  1,497  92.4  

合計 169,085  157,882  1,978  94.4  

 

 

２．２ 舗装修繕予算の現状 

図−2.1 から、舗装修繕予算は、平成 22 年度から約 500 万～3,200 万円の間で推移してい

ます。その中には、舗装工事費だけではなく、点検調査費、補修設計費も含まれています。 

 

 
 

図−2.1 舗装修繕・補修関連予算の推移 

  

事後保全型 
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２．３ 舗装の現状 

  １) 路面性状調査の実施状況 

本町では平成 24 年度から、舗装のひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性を測定する路面

性状測定車により路面性状調査を実施しています。年度別の調査実施状況を表−2.3 に示し

ます。 

 

表−2.3 路面性状調査の実施状況 

 調査延⾧(ｋｍ) 路線数 備考 

平成 24 年度 96.2  97  上下線延⾧を含む 

平成 28 年度 10.6  21   

令和２年度 40.3  34    

 

２) 調査結果 

令和 2 年度に実施した路面性状調査による調査結果を表−2.4 に示します。舗装の評価

は、建設省土木研究所が開発した維持管理指数 MCI（表−2.5）を用いています。調査結果

では、早急に修繕が必要な MCI３以下が約５％、修繕が必要な３～５が約２９％に達して

います。 

 

表−2.4 路面性状調査による調査結果 

MCI３未満 MCI３～５ MCI５以上 備考 

  1.9ｋｍ   11.7ｋｍ   26.7ｋｍ  

 

 

表−2.5 一般的な MCI による管理水準 

ＭＣＩ 維持修繕管理水準 

５ 以上 望ましい管理水準（修繕の必要なし） 

３ ～ ５ 修繕が必要 

３ 以下 早急に修繕が必要 

 （出典：舗装の維持修繕の計画に関する調査研究、建設省土木研究所、昭和55年） 
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３．舗装の維持管理の基本的な考え方 
３．１ 舗装管理の基本方針 

本計画の策定にあたっては、道路の分類に応じて、診断結果を踏まえた適切な措置を行う

ことで、道路舗装の⾧寿命化や舗装の維持修繕費のライフサイクルコスト縮減を目指しま

す。 

 

３．２ 管理道路の分類（グループ分け） 

舗装点検要領（平成28 年10 月）で位置付けられた道路の分類Ａ～Ｄのイメージを図−

3.1に示します。 

分類のイメージは、損傷の進行が早い道路等（分類Ｂ）から生活道路等（分類Ｄ）の範囲

となるため、これに準じて河北町の道路を分類します。 

 

図−3.1 道路の分類イメージ 

（出典：舗装点検要領、国土交通省、平成28年10月） 
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分類Ｂは、２車線道路の内、主に大型車交通量が多い道路を中心に選定、分類Ｃは、国・

県道及び分類Ｂの道路を結ぶ２車線道路と工業団地内の道路としました。その他の道路は分

類Ｄとしました。分類Ｂ、Ｃ、Ｄの内訳及び分類Ｂ、Ｃの路線をそれぞれ表−3.1、図−3.2

に示します。 

 

表−3.1 管理道路の分類 

道路 

分類 
選定条件 

延⾧ 

（km） 

割合 

（％） 

Ｂ 
損傷の進行が速い道路等（大型車交通量の多い路線） 

Ｎ５交通以上 
6.1  3.6  

Ｃ 
損傷の進行が緩やかな道路等 

国・県道及び分類Ｂを結ぶ２車線道路、工業団地内道路 
23.6  14.0 

Ｄ 
損傷の進行が極めて遅い道路等 

上記以外の道路（生活道路等） 
139.4 82.4 

合計 169.1  100.0  
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図−3.2 分類Ｂ・Ｃの路線図 
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３．３ 管理基準 

管理道路の分類ごとに、管理基準の目安としてＭＣＩの指標を用います。各分類の管理基

準値を表 3−3 に示します。舗装の管理基準は、道路の重要性、地域性なども考慮する必要が

あり、画一的に定めることが必ずしも適切とはいえないことから、現地の状況をよく把握し

て維持・修繕の必要性を最終的に判断します。 

 

表 3−3 管理基準値 

道路 

分類 

ＭＣＩ 

0～2.5 2.5～3.0 3.0～3.5 3.5～4.0 4.0～4.5 4.5～5.0 5.0～ 

Ｂ 修繕段階 表層機能保持段階 健全 

Ｃ 修繕段階 表層機能保持段階 健全 

Ｄ 修繕段階 表層機能保持段階 健全 

 

 

３．４ 点検方法・点検頻度 

分類Ｂ・Ｃの点検は５年に一度、路面性状測定車により、ひび割れ率、わだち掘れ量、平

たん性の３つの指標を計測します。分類Ｄは、巡視の機会を通じた路面状況把握、又は状況

にあわせて路面性状測定車を用います。 

 

表 3−4 点検方法と点検頻度 

道路分類 点検方法 点検頻度 点検内容 

Ｂ 
路面性状調査 ５年に１度 ひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性 

Ｃ 

Ｄ 巡視の機会を通じた路線状況の把握、又は路面性状調査 

  ＊必要に応じて詳細調査（開削調査、FWD 調査等）を実施 

 

 

３．５ 使用目標年数（分類Ｂ） 

過去の修繕実績等を踏まえ、使用目標年数は 20 年とします。 
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 ３．６ 診断区分と措置内容 

健全性の診断区分は、大きく分けて３つに分かれます。健全性の診断区分及び診断区分に

応じた措置内容を表3−5、表3-6に示します。舗装の損傷の進行は、交通量や地盤、気象状

況など条件により異なることから、現場ごとの状況にあわせて適切な補修方法を選定しま

す。 

 

表3−5 診断区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 
損傷レベル小：管理基準に照らし、劣化の程度が小さく、

舗装表面が健全な状態である。 

Ⅱ 表層機能保持段階 
損傷レベル中：管理基準に照らし、劣化の程度が中程度

である。 

Ⅲ 

修繕段階 
損傷レベル大：管理基準に照らし、それを超過している

又は早期の超過が予見される状態である。 

 (Ⅲ−１表層等修繕) 
表層の供用年数が使用目標年数を超える場合 

（路盤以下の層が健全であると想定される場合） 

 (Ⅲ−２路盤打換等) 
表層の供用年数が使用目標年数未満である場合 

（路盤以下の層が損傷していると想定される場合） 

（出典：舗装点検要領、国土交通省、平成28年10月） 

 

 

表3−6 措置内容 

診断区分 措置内容 

Ⅰ 基本的に措置は不要 

Ⅱ (対ひび割れ)シール材注入工法、フォグシール・チップシール等の表面処理工

法、パッチング、わだち部オーバーレイ工法(レーンパッチング)、薄層オーバー

レイ工法 等 

(対わだち掘れ)切削工法、パッチング、わだち部オーバーレイ工法(レーンパッチ

ング) 等 

Ⅲ−１ 切削オーバーレイ(表層等) 等 

Ⅲ−２ 【詳細調査（ＦＷＤ調査、コア抜き調査、開削調査等）を実施した上で】 

路盤を含めた舗装打換え工法、路盤の強化(セメント安定処理等)、コンクリート

舗装やコンポジット舗装への変更 等 

（参考：山形県アスファルト舗装修繕に関するガイドライン、平成31年1月） 
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４．修繕計画 
４．１ 計画期間 

⾧期的視点で捉えることを前提とし、計画期間は 20 年とします。なお、点検を行った都度、

対策内容と実施時期について見直します。 
  

４．２ 計画期間内の修繕費用の見通し 

今後20年間の修繕費用をシュミレーションした結果、従来の方法（事後保全型）で行う場

合と診断結果に基づく計画的な修繕（事後保全型と予防保全型の併用）を行う場合で、約

23％（60,000千円）の縮減を見込んでいます。 
 

 

５．対策の優先順位（補修計画の方針） 
   舗装損傷状況、路線の重要性、交通量等を考慮し補修の優先順位を決定します。 
 

 

６．舗装の状態、対策内容、実施時期 
６．１ 診断結果 

   令和２年度に実施した点検の結果は以下のとおりです。 
 

表6−1 令和２年度路面性状調査の結果 

道路 

分類 

区分Ⅰ 

健全 

区分Ⅱ 

表層機能保持段階 

区分Ⅲ 

修繕段階 
備考 

Ｂ 4.1ｋｍ 1.0ｋｍ 1.1ｋｍ  

Ｃ 17.3ｋｍ 6.9ｋｍ 2.0ｋｍ  

Ｄ 5.8ｋｍ 1.6ｋｍ 0.5ｋｍ  

 

 

６．２ 対策内容と実施時期 

   対策が必要と想定される箇所と実施時期については、措置対象区間の現地状況（関連工

事、占用工事及び沿道状況）等を踏まえ決定します。 
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河北町道路舗装⾧寿命化修繕計画 

令和３年３月 

河北町都市整備課 
〒９９９−３５１１ 山形県西村山郡河北町谷地戊８１ 

ＴＥＬ：０２３７−７３−２１１１（代表） 



1,286(88)

1,239(44)

16,051(1,696)

7,063(491)

2,903(288)

8,961(1,255)

1,550(41)

7,770(871)

3,069(103)

3,728（124）

6,839（299）

6,980(461)

375(2)

6,772(367)

1,420(23)

3,830(556)

1,321(147)

1,572(14)

987(5)

7,233(404)

（別図）点検実施箇所・対策必要箇所

■点検実施路線（分類Ｄは措置必要箇所のみ表示）

令和２年度点検路線

③

①

⑨

⑧

④ ⑤

⑥

令和３年３月 現在

⑪

⑩

⑦

②

■措置が必要な箇所一覧

① Ｂ Ｎ５ 谷地溝延線 1級 谷地字月山堂～溝延字西浦 1,500ｍ 令和２年 Ⅲ-2 路上路盤再生 令和３～（8）年

② Ｂ Ｎ５ 谷地溝延線 1級 谷地字月山堂 250ｍ 令和２年 Ⅲ-2 路上路盤再生 令和（9）年

③ Ｃ Ｎ４ 溝延杉の下線 1級 谷地字月山堂～溝延字吉原 1,000ｍ 令和２年 Ⅲ-2 路上路盤再生 令和（10）～（13）年

④ Ｄ Ｎ２ 末広町栄町線 その他 谷地字谷地 200ｍ 令和２年 Ⅲ-1 表層打換え 令和３年

⑤ Ｄ Ｎ２ 末広町線 その他 谷地字谷地 70ｍ 令和２年 Ⅲ-1 表層打換え 令和３年

⑥ Ｄ Ｎ２ 勝木沢新町線 その他 谷地字谷地 150ｍ 令和２年 Ⅲ-1 表層打換え 令和３年

⑦ Ｂ Ｎ５ 谷地溝延線 1級 溝延字西浦 250ｍ 令和２年 Ⅲ-1 表層打換え 令和（４）年

⑧ Ｃ Ｎ３ 溝延三泉線 ２級 溝延字西浦 500ｍ 令和２年 Ⅲ-1 切削OL 令和（５）～（６）年

⑨ Ｄ Ｎ３ 妙光苑通り線 その他 岩木字原ノ内 800ｍ 令和２年 Ⅲ 詳細調査を実施した上で決定 令和（7）～（10）年

⑩ Ｄ Ｎ２ 吉田岩枝線 その他 岩木字原ノ内 100ｍ 令和２年 Ⅲ 〃 令和（11）年

⑪ Ｄ Ｎ３ 根際両所線 1級 西里字両所 100ｍ 令和２年 Ⅲ 〃 令和（11）年

補足
１．点検及び詳細調査を行った都度、補修路線、補修方法及び実施時期について見直します。
２．表層（アスファルト舗装）のみの修繕については、既設アスファルト舗装厚、施工規模や交通量、現地条件等を考慮し補修方法を選定します。

分類 診断結果 措置内容
措置実施
（予定）時期

番号 路線名 区分 場所 延長
点検

実施時期
(又は把握)


